
道
路
の
種
類

第

四

百

九

十

四

号

令

和

六

年

五

月

二

十

一

日

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

農
村
振
興
課)

二
一
九
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
一
九

○
各
務
原
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

二
二
〇

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除

(

東
濃
農
林
事
務
所)

二
二
〇

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

市

町

村

課)

二
二
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
西
濃
農
林
事
務
所)

二
二
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

各
務
原
地
域
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

各
務
原
地
域

各
務
原
市
の
区
域
の
う
ち
、
別
図
の
青
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

(
｢

別
図｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
農
政
部
農
村
振
興
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
農

林
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日



岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
各
務
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

土
岐
市
泉
町
定
林
寺
字
園
戸
九
五
八
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
都
道
府
県
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
回
線
使
用
､
監
視
及
び
保
守
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
４
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

理
事
長
椎
橋
章
夫

東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
25番
地

６
契
約
金
額
65,014,877円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
清
流
の
国
推
進
部
市
町
村
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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一
般
国
道

三
百
六
十

三
号

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
字
石

平
前
一
七
三
番
一
地
先
地
内

後 前��･�〜��･� ��･�〜��･��･� �･�



○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

令和６年５月21日 岐 阜 県 公 報 第 494 号( 221 )

牧

田

川

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

五

三

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

六
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

令
和

六
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日
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令
和
六
年
五
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


